
 

 

 

 

 

 

国税庁保有行政記録情報の整備に関する 

技術検証ワーキンググループについて 

 

令和４年３月24日 

国税庁  企画課 

 

 

  国税庁が保有する行政記録情報のオープン化に向けた検討を効率的 

に行うため、国税庁保有行政記録情報の整備に関する有識者検討会（以

下「有識者検討会」という。）の下で、本ワーキンググループを開催す

る。 

本ワーキンググループでは、国税庁保有行政記録情報の整備に関して、

法的な課題及び技術的な課題に対する具体的な対応方法を検討するこ

ととし、検討結果については、有識者検討会において、報告するものと

する。 

保 存 期 間 ： ５ 年  

(令和８事務年度末 )  

令和４年３月 2 4 日 

資料１ 


